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す
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し
、
別
紙
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書
を
送
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す
る
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衆
議
院
議
員
田
嶋
要
君
提
出
い
わ
ゆ
る
「
消
え
た
年
金
」
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
答
弁
は
、
「
年
金
記
録
へ
の
新
対
応
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
本
年
五
月
二
十
五
日
社
会
保
険
庁
取
り
ま
と
め
）
及

び
「
年
金
記
録
問
題
へ
の
新
対
応
策
の
進
め
方
」
（
本
年
六
月
四
日
厚
生
労
働
省
及
び
社
会
保
険
庁
取
り
ま
と
め
）
の
実
施

の
一
環
と
し
て
、
基
礎
年
金
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
又
は
基
礎
年
金
番
号
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
社
会
保
険
庁
に
お
い
て

管
理
し
て
い
る
年
金
手
帳
記
号
番
号
に
係
る
記
録
を
基
礎
年
金
番
号
に
統
合
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
年
金
手
帳
記
号
番

号
に
係
る
記
録
及
び
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
又
は
被
保
険
者
に
係
る
記
録
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
五

月
ま
で
に
名
寄
せ
を
実
施
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
な
手
法
等
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

�
及
び
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
名
寄
せ
に
つ
い
て
は
、
緊
急
に
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費

は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
支
出
す
る
こ
と

と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
実
施
に
当
た
っ
て
新
た
な
追
加
的
経
費
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
国
民
の
間
に
年
金
給
付
額
に
影
響

一



が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
等
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
新
た
に
年
金
保
険
料
の
負
担
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、

財
政
に
係
る
合
理
化
の
た
め
の
努
力
を
行
っ
た
上
で
、
国
庫
負
担
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 二


